
 

 

 
 

 

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
に

関
す

る
倫

理
指

針
（

抄
）

 
新

旧
対

照
表

（
案

）
 

 

現
 

 
 

行
 

改
 

 
正

 
 

案
 

備
考

欄
 

前
文

 
前

文
 

 

前
文

 

（
前

略
）

 

本
指

針
は

、
こ

れ
ら

の
状

況
を

踏
ま

え
、

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
一

般
に

適
用

さ
れ

る
べ

き
倫

理
指

針
と

し
て

、
文

部
科

学
省

、
厚

生
労

働
省

及
び

経

済
産

業
省

に
お

い
て

共
同

で
作

成
し

、
社

会
に

提
示

す
る

も
の

で
あ

る
。

ま
た

、

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
に

多
様

な
形

態
が

あ
る

こ
と

に
配

慮
し

て
、

本

指
針

に
お

い
て

は
基

本
的

な
原

則
を

示
す

こ
と

と
し

、
研

究
者

等
が

研
究

計
画

を

立
案

し
、

そ
の

適
否

に
つ

い
て

倫
理

審
査

委
員

会
が

判
断

す
る

に
当

た
っ

て
は

、

こ
の

原
則

を
踏

ま
え

つ
つ

、
個

々
の

研
究

計
画

の
内

容
等

に
応

じ
て

適
切

に
判

断

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
 

な
お

、
個

人
情

報
保

護
に

関
し

、
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

解
析

研
究

を
行

う
機

関
に

お
い

て
は

、
民

間
企

業
、

行
政

機
関

、
独

立
行

政
法

人
等

の
区

分
に

応
じ

て

適
用

さ
れ

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1

5
年

法
律

第
5

7
号

）
、

行
政

機
関

の
保

有
す

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

(平
成

1
5

年
法

律
第

5
8

号
）

、
独

立
行

政
法

人
等

の
保

有
す

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

(平

成
1

5
年

法
律

第
5

9
号

)及
び

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

1
1

条
第

１

項
の

趣
旨

を
踏

ま
え

て
地

方
公

共
団

体
に

お
い

て
制

定
さ

れ
る

条
例

を
遵

守
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

に
留

意
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

前
文

 

（
前

略
）

 

（
略

）
 

       

な
お

、
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

解
析

研
究

を
行

う
機

関
に

お
い

て
は

、
研

究
に

用
い

ら
れ

る
情

報
の

取
扱

い
に

当
た

り
、

民
間

企
業

、
行

政
機

関
、

独
立

行
政

法

人
等

の
区

分
に

応
じ

て
適

用
さ

れ
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
5

年
法

律
第

5
7

号
）
、
行

政
機

関
の

保
有

す
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
(平

成
1

5
年

法
律

第
5

8
号

）
、

独
立

行
政

法
人

等
の

保
有

す
る

個
人

情
報

の
保

護

に
関

す
る

法
律

(平
成

1
5

年
法

律
第

5
9

号
)及

び
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
1

1
条

第
１

項
の

趣
旨

を
踏

ま
え

て
地

方
公

共
団

体
に

お
い

て
制

定
さ

れ

る
条

例
を

遵
守

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
に

留
意

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

                   

第
２

 
研

究
者

等
の

責
務

等
 

第
２

 
研

究
者

等
の

責
務

等
 

 

４
 

研
究

を
行

う
機

関
の

長
の

責
務

 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）

 

 （
３

）
研

究
を

行
う

機
関

の
長

は
、

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
の

実
施

の

可
否

等
を

審
査

す
る

た
め

、
そ

の
諮

問
機

関
と

し
て

、
倫

理
審

査
委

員
会

を
設

置
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

た
だ

し
、

試
料

・
情

報
の

提
供

が
行

わ
れ

る
機

関
が

小
規

模
で

あ
る

こ
と

等

に
よ

り
、

倫
理

審
査

委
員

会
の

設
置

が
困

難
で

あ
る

場
合

そ
の

他
の

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、

共
同

研
究

機
関

、
一

般
社

団
法

人
、

一
般

財
団

法
人

又
は

学
会

に
よ

っ
て

設
置

さ
れ

た
倫

理
審

査
委

員
会

に
審

査
を

依
頼

す
る

こ
と

を
も

っ

て
こ

れ
に

代
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

４
 

研
究

を
行

う
機

関
の

長
の

責
務

 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）

 

 （
３

）
研

究
を

行
う

機
関

の
長

は
、

研
究

責
任

者
か

ら
、

当
該

研
究

を
行

う
機

関

に
お

け
る

研
究

の
実

施
の

許
可

を
求

め
ら

れ
た

と
き

は
、

当
該

研
究

の
実

施
の

適
否

に
つ

い
て

、
倫

理
審

査
委

員
会

の
意

見
を

聴
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

      

※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

６
）

関
係

 

  医
学

系
指

針
 

第
３

章
第

７
の

２
（

１
）

 

        

1

ITLQG
3



 

 

現
 

 
 

行
 

改
 

 
正

 
 

案
 

備
考

欄
 

（
４

）
（

略
）

 

 （
５

）
研

究
を

行
う

機
関

の
長

は
、

国
内

に
お

い
て

共
同

研
究

を
実

施
す

る
場

合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
研

究
を

行
う

機
関

等
に

設
置

さ
れ

た
倫

理
審

査
委

員
会

に
お

い
て

、
他

の
共

同
研

究
機

関
に

お
け

る
研

究
計

画
の

承
認

の
状

況
、

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
・

コ
ン

セ
ン

ト
の

状
況

、
匿

名
化

の
状

況
等

を
示

し
た

上
で

研
究

計
画

の
承

認
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

た
だ

し
、

複
数

の
機

関
が

参
画

す
る

共
同

研
究

に
お

い
て

、
主

た
る

研
究

を

行
う

機
関

が
研

究
全

体
の

推
進

及
び

管
理

を
担

う
場

合
は

、
当

該
主

た
る

研
究

を
行

う
機

関
に

お
い

て
は

、
当

該
機

関
に

設
置

さ
れ

た
倫

理
審

査
委

員
会

が
研

究
計

画
全

体
に

つ
い

て
審

査
を

行
い

、
他

の
共

同
研

究
機

関
に

お
い

て
は

、
第

４
の

1
0

（
５

）
に

従
い

、
研

究
計

画
の

実
施

に
つ

い
て

迅
速

審
査

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

     （
６

）
（

略
）

 

（
７

）
（

略
）

 

（
８

）
（

略
）

 

 

（
４

）
（

略
）

 

 （
５

）
研

究
を

行
う

機
関

の
長

は
、

国
内

に
お

い
て

実
施

す
る

共
同

研
究

に
つ

い

て
、

倫
理

審
査

委
員

会
の

承
認

を
得

る
場

合
に

は
、

他
の

共
同

研
究

機
関

に
お

け
る

研
究

計
画

の
承

認
の

状
況

、
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

・
コ

ン
セ

ン
ト

の
状

況
、

匿
名

化
の

状
況

等
を

示
し

た
上

で
研

究
計

画
の

承
認

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

       （
６

）
研

究
を

行
う

機
関

の
長

は
、

他
の

研
究

を
行

う
機

関
と

共
同

し
て

実
施

す

る
研

究
に

係
る

研
究

計
画

書
に

つ
い

て
、

一
つ

の
倫

理
審

査
委

員
会

に
よ

る
一

括
し

た
審

査
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 （
７

）
（

略
）

 

（
８

）
（

略
）

 

（
９

）
（

略
）

 

              医
学

系
指

針
 

第
３

章
第

７
の

２
（

３
）

 

 

６
 

海
外

と
の

共
同

研
究

 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）

 

６
 

海
外

と
の

共
同

研
究

 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）

 

 （
３

）
海

外
と

の
共

同
研

究
に

お
い

て
、

我
が

国
の

研
究

を
行

う
機

関
か

ら
海

外

の
研

究
機

関
に

試
料

・
情

報
が

提
供

さ
れ

る
場

合
は

、
第

３
の

７
又

は
第

５
の

1
5
（

２
）

に
基

づ
き

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
・

コ
ン

セ
ン

ト
又

は
同

意
を

受
け

る
際

に
、

海
外

の
研

究
機

関
に

試
料

・
情

報
を

提
供

す
る

旨
を

説
明

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

   ※
改

正
個

情
法

２
４

条
に

対
応

。
 

 

第
３

 
提

供
者

に
対

す
る

基
本

姿
勢

 
第

３
 

提
供

者
に

対
す

る
基

本
姿

勢
 

 

７
 

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
・

コ
ン

セ
ン

ト
 

（
１

）
～

（
９

）
 

（
略

）
 

 （
1

0
）

研
究

責
任

者
は

、
提

供
者

又
は

代
諾

者
等

か
ら

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
・

コ

ン
セ

ン
ト

の
撤

回
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

原
則

と
し

て
、

当
該

提
供

者
に

係
る

試
料

・
情

報
を

匿
名

化
し

て
廃

棄
し

、
そ

の
旨

を
提

供
者

又
は

代
諾

者
等

に
文

７
 

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
・

コ
ン

セ
ン

ト
 

（
１

）
～

（
９

）
 

（
略

）
 

 （
1

0
）

研
究

責
任

者
は

、
提

供
者

又
は

代
諾

者
等

か
ら

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
・

コ
ン

セ
ン

ト
の

撤
回

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
原

則
と

し
て

、
当

該
提

供
者

に
係

る
試

料
・

情
報

を
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

よ
う

適
切

な
措

置
を

     ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

１
）

関
係

 

2



 

 

現
 

 
 

行
 

改
 

 
正

 
 

案
 

備
考

欄
 

書
に

よ
り

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
提

供
者

又
は

代
諾

者
等

が
廃

棄
以

外
の

処
置

を
希

望
す

る
場

合
に

は
、

特
段

の
理

由
が

な
い

限
り

、
こ

れ
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

た
だ

し
、

次
に

掲
げ

る
要

件
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

場
合

は
、

試
料

・
情

報

を
廃

棄
し

な
い

こ
と

が
で

き
る

。
 

ア
 

当
該

試
料

・
情

報
が

連
結

不
可

能
匿

名
化

さ
れ

て
い

る
場

合
 

 
 
 

 

イ
 

廃
棄

し
な

い
こ

と
に

よ
り

個
人

情
報

が
明

ら
か

に
な

る
お

そ
れ

が
極

め

て
小

さ
く

、
か

つ
廃

棄
作

業
が

極
め

て
過

大
で

あ
る

等
の

事
情

に
よ

り
廃

棄

し
な

い
こ

と
が

倫
理

審
査

委
員

会
に

お
い

て
承

認
さ

れ
、

研
究

を
行

う
機

関

の
長

に
許

可
さ

れ
た

場
合

 

 

（
１

１
）

～
（

１
３

）
（

略
）

 

 
 
 
 
 

講
じ

た
上

で
廃

棄
し

、
そ

の
旨

を
提

供
者

又
は

代
諾

者
等

に
文

書
に

よ
り

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
提

供
者

又
は

代
諾

者
等

が
廃

棄
以

外
の

処
置

を
希

望
す

る
場

合
に

は
、

特
段

の
理

由
が

な
い

限
り

、
こ

れ
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

た
だ

し
、

次
に

掲
げ

る
要

件
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

場
合

は
、

試
料

・
情

報

を
廃

棄
し

な
い

こ
と

が
で

き
る

。
 

ア
 

当
該

試
料

・
情

報
が

匿
名

化
さ

れ
て

い
る

（
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

も
の

で
あ

っ
て

、
対

応
表

が
作

成
さ

れ
て

い
な

い
も

の
に

限

る
。
）

場
合

 

 
イ

 
（

略
）

 

    （
1

1
）

～
（

1
3

）
 

（
略

）
 

 

      ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

１
）

関
係

 

第
４

 
倫

理
審

査
委

員
会

 
第

４
 

倫
理

審
査

委
員

会
 

 

1
0

 
倫

理
審

査
委

員
会

の
責

務
及

び
構

成
 

（
１

）
～

（
５

）
 

（
略

）
 

 （
６

）
倫

理
審

査
委

員
会

は
、

そ
の

組
織

に
関

す
る

事
項

や
運

営
に

関
す

る
規

則

を
公

開
す

る
と

と
も

に
、

議
事

の
内

容
に

つ
い

て
も

原
則

と
し

て
公

開
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

  （
７

）
倫

理
審

査
委

員
会

の
設

置
者

は
、

倫
理

審
査

委
員

会
の

委
員

の
教

育
及

び

研
修

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

   （
８

）
・
（

９
）

 
（

略
）

 

 

1
0

 
倫

理
審

査
委

員
会

の
責

務
及

び
構

成
 

（
１

）
～

（
５

）
 

（
略

）
 

 （
６

）
研

究
を

行
う

機
関

の
長

が
、

自
ら

の
研

究
を

行
う

機
関

以
外

に
設

置
さ

れ

た
倫

理
審

査
委

員
会

に
審

査
を

依
頼

す
る

場
合

に
は

、
当

該
倫

理
審

査
委

員
会

は
、

研
究

の
実

施
体

制
に

つ
い

て
十

分
把

握
し

た
上

で
審

査
を

行
い

、
意

見
を

述
べ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 （
７

）
倫

理
審

査
委

員
会

は
、

他
の

研
究

を
行

う
機

関
が

実
施

す
る

研
究

に
つ

い

て
審

査
を

行
っ

た
後

、
継

続
し

て
当

該
研

究
を

行
う

機
関

の
長

か
ら

当
該

研
究

に
関

す
る

審
査

を
依

頼
さ

れ
た

場
合

に
は

、
審

査
を

行
い

、
意

見
を

述
べ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 （
８

）
・
（

９
）

 
（

略
）

 

 

※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

６
）

関
係

 

  医
学

系
指

針
 

第
４

章
第

1
1

の
４

（
１

）
 

    医
学

系
指

針
 

第
４

章
第

1
1

の
４

（
２

）
 

  

第
５

 
試

料
・

情
報

の
取

扱
い

等
 

第
５

 
試

料
・

情
報

の
取

扱
い

等
 

 

1
1

 
他

の
研

究
を

行
う

機
関

へ
の

試
料

・
情

報
の

提
供

等
 

（
１

）
研

究
を

行
う

機
関

の
長

は
、

試
料

・
情

報
を

他
の

研
究

を
行

う
機

関
に

提

供
す

る
際

に
は

、
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

・
コ

ン
セ

ン
ト

の
内

容
を

文
書

等
に

よ
っ

て
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

1
1

 
他

の
研

究
を

行
う

機
関

へ
の

試
料

・
情

報
の

提
供

等
 

（
１

）
研

究
を

行
う

機
関

の
長

は
、

試
料

・
情

報
を

他
の

研
究

を
行

う
機

関
に

提

供
す

る
際

に
は

、
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

・
コ

ン
セ

ン
ト

の
内

容
を

文
書

等
に

よ
っ

て
通

知
す

る
と

と
も

に
、

提
供

に
係

る
必

要
な

事
項

を
記

録
し

、
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

   ※
改

正
個

情
法

２
５

条
に

対
応

。
 

 

3



 

 

現
 

 
 

行
 

改
 

 
正

 
 

案
 

備
考

欄
 

 （
２

）
 

（
略

）
 

 （
３

）
外

部
の

機
関

か
ら

試
料

・
情

報
の

提
供

を
受

け
る

研
究

責
任

者
は

、
当

該

試
料

・
情

報
に

関
す

る
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

・
コ

ン
セ

ン
ト

の
内

容
を

当
該

外
部

の
機

関
か

ら
の

文
書

等
に

よ
っ

て
確

認
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

 （
２

）
 

（
略

）
 

 （
３

）
外

部
の

機
関

か
ら

試
料

・
情

報
の

提
供

を
受

け
る

研
究

責
任

者
は

、
当

該

試
料

・
情

報
に

関
す

る
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

・
コ

ン
セ

ン
ト

等
の

内
容

及
び

手
続

に
つ

い
て

当
該

外
部

の
機

関
か

ら
の

文
書

等
に

よ
っ

て
確

認
す

る
と

と
も

に
、

確
認

し
た

事
項

に
つ

い
て

記
録

し
、

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

   ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．（

２
）、

資
料

１
－

２
 
Ｉ

Ｃ
の

手
続

き
の

見
直

し
４

 

※
改

正
個

情
法

２
６

条
に

対
応

。
 

 

1
2

 
匿

名
化

さ
れ

た
情

報
の

取
扱

い
 

 （
１

）
研

究
を

行
う

機
関

の
長

は
、

個
人

情
報

に
該

当
し

な
い

匿
名

化
さ

れ
た

情

報
を

取
り

扱
う

場
合

は
、

当
該

情
報

を
適

切
に

管
理

す
る

こ
と

の
重

要
性

の
研

究
者

等
へ

の
周

知
徹

底
、

当
該

情
報

の
管

理
（

事
故

等
の

対
応

を
含

む
。
）
、

責

任
の

明
確

化
、

研
究

者
等

以
外

の
者

に
よ

る
当

該
情

報
の

取
扱

い
の

防
止

等
、

適
切

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 （
２

）
研

究
を

行
う

機
関

の
長

は
、

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
の

業
務

に

係
る

個
人

情
報

に
該

当
し

な
い

匿
名

化
さ

れ
た

情
報

の
取

扱
い

の
全

部
又

は

一
部

を
委

託
す

る
場

合
は

、
そ

の
取

扱
い

を
委

託
さ

れ
た

個
人

情
報

に
該

当
し

な
い

匿
名

化
さ

れ
た

情
報

の
適

切
な

取
扱

い
が

図
ら

れ
る

よ
う

、
委

託
を

受
け

た
者

が
遵

守
す

べ
き

事
項

に
つ

い
て

、
契

約
に

よ
り

担
保

す
る

と
と

も
に

、
委

託
を

受
け

た
者

に
対

す
る

必
要

か
つ

適
切

な
監

督
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

 

1
2

 
匿

名
化

さ
れ

た
情

報
（

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
も

の
に

限
る

。
）

の
取

扱
い

 

（
１

）
研

究
を

行
う

機
関

の
長

は
、

匿
名

化
さ

れ
た

情
報

（
特

定
の

個
人

を
識

別

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
も

の
に

限
る

。
）

を
取

り
扱

う
場

合
は

、
当

該
情

報
を

適

切
に

管
理

す
る

こ
と

の
重

要
性

の
研

究
者

等
へ

の
周

知
徹

底
、

当
該

情
報

の
管

理
（

事
故

等
の

対
応

を
含

む
。
）
、

責
任

の
明

確
化

、
研

究
者

等
以

外
の

者
に

よ

る
当

該
情

報
の

取
扱

い
の

防
止

等
、
適

切
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 （
２

）
研

究
を

行
う

機
関

の
長

は
、

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
の

業
務

に

係
る

匿
名

化
さ

れ
た

情
報

（
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

も
の

に
限

る
。
）

の
取

扱
い

の
全

部
又

は
一

部
を

委
託

す
る

場
合

は
、

そ
の

取
扱

い
を

委
託

さ
れ

た
匿

名
化

さ
れ

た
情

報
（

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
も

の
に

限
る

。
）

の
適

切
な

取
扱

い
が

図
ら

れ
る

よ
う

、
委

託
を

受
け

た
者

が

遵
守

す
べ

き
事

項
に

つ
い

て
、

契
約

に
よ

り
担

保
す

る
と

と
も

に
、

委
託

を
受

け
た

者
に

対
す

る
必

要
か

つ
適

切
な

監
督

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

１
）

関
係

 

 ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

１
）

関
係

 

      ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

１
）

関
係

 

 ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

１
）

関
係

 

1
3

 
試

料
・

情
報

の
保

存
及

び
廃

棄
 

（
１

）
（

略
）

 

 （
２

）
研

究
責

任
者

は
、

研
究

計
画

書
に

従
い

自
ら

保
存

す
る

場
合

及
び

試
料

・

情
報

を
他

の
研

究
を

行
う

機
関

に
提

供
す

る
場

合
を

除
き

、
試

料
・

情
報

の
保

存
期

間
が

研
究

計
画

書
に

定
め

た
期

間
を

過
ぎ

た
場

合
に

は
、

提
供

者
又

は
代

諾
者

等
の

同
意

事
項

を
遵

守
し

、
匿

名
化

し
て

廃
棄

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 
 
 
 

1
3

 
試

料
・

情
報

の
保

存
及

び
廃

棄
 

（
１

）
 

（
略

）
 

 （
２

）
研

究
責

任
者

は
、

研
究

計
画

書
に

従
い

自
ら

保
存

す
る

場
合

及
び

試
料

・

情
報

を
他

の
研

究
を

行
う

機
関

に
提

供
す

る
場

合
を

除
き

、
試

料
・

情
報

の
保

存
期

間
が

研
究

計
画

書
に

定
め

た
期

間
を

過
ぎ

た
場

合
に

は
、

提
供

者
又

は
代

諾
者

等
の

同
意

事
項

を
遵

守
し

、
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

よ
う

適
切

な
措

置
を

講
じ

た
上

で
廃

棄
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

      ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

１
）

関
係

 

1
4

 
研

究
を

行
う

機
関

の
既

存
試

料
・

情
報

の
利

用
 

研
究

責
任

者
は

、
自

ら
の

機
関

に
お

い
て

保
存

し
て

い
る

既
存

試
料

・
情

報
を

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
に

利
用

す
る

場
合

（
試

料
・

情
報

を
収

集
・

分

譲
す

る
場

合
を

除
く

。
）

に
は

、
提

供
者

又
は

代
諾

者
等

か
ら

既
存

試
料

・
情

報

の
利

用
に

係
る

同
意

を
受

け
、

及
び

当
該

同
意

に
関

す
る

記
録

を
作

成
す

る
こ

と

1
4

 
研

究
を

行
う

機
関

の
既

存
試

料
・

情
報

の
利

用
 

研
究

責
任

者
は

、
自

ら
の

機
関

に
お

い
て

保
存

し
て

い
る

既
存

試
料

・
情

報
を

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
に

利
用

す
る

場
合

（
試

料
・

情
報

を
収

集
・

分

譲
す

る
場

合
を

除
く

。
）

に
は

、
提

供
者

又
は

代
諾

者
等

か
ら

既
存

試
料

・
情

報
の

利
用

に
係

る
同

意
を

受
け

、
及

び
当

該
同

意
に

関
す

る
記

録
を

作
成

す
る

こ
と

を

     

4



 

 

現
 

 
 

行
 

改
 

 
正

 
 

案
 

備
考

欄
 

を
原

則
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
同

意
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
は

、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
こ

と
に

つ
い

て
倫

理
審

査
委

員
会

の
承

認
を

得
て

、

研
究

を
行

う
機

関
の

長
の

許
可

を
受

け
た

と
き

に
限

り
、

当
該

既
存

試
料

・
情

報

を
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

ア
 

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

連
結

不
可

能
匿

名
化

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

  イ
 

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

ア
に

該
当

し
な

い
場

合
に

お
い

て
、

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

連
結

可
能

匿
名

化
さ

れ
て

お
り

対
応

表
を

有
し

て
い

な
い

と

き
は

、
当

該
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

解
析

研
究

の
実

施
に

つ
い

て
既

存
試

料
・

情
報

の
利

用
目

的
を

含
む

情
報

を
提

供
者

等
に

通
知

し
、

又
は

公
開

し

て
い

る
こ

と
。

 

ウ
 

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

ア
及

び
イ

に
該

当
し

な
い

場
合

に
お

い
て

、
既

存
試

料
・

情
報

の
提

供
時

に
当

該
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

解
析

研
究

に
お

け

る
利

用
が

明
示

さ
れ

て
い

な
い

研
究

に
つ

い
て

の
同

意
の

み
が

与
え

ら
れ

て
い

る
と

き
は

、
次

に
掲

げ
る

要
件

を
満

た
し

て
い

る
こ

と
。

 

（
ア

）
当

該
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

解
析

研
究

の
実

施
に

つ
い

て
既

存
試

料
・

情
報

の
利

用
目

的
を

含
む

情
報

を
提

供
者

等
に

通
知

し
、

又
は

公
開

し
て

い

る
こ

と
。

 

（
イ

）
そ

の
同

意
が

当
該

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
の

目
的

と
相

当
の

関
連

性
が

あ
る

と
合

理
的

に
認

め
ら

れ
る

こ
と

。
 

エ
 

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

ア
か

ら
ウ

ま
で

に
該

当
し

な
い

場
合

に
お

い

て
、

次
に

掲
げ

る
要

件
の

全
て

を
満

た
し

て
い

る
こ

と
又

は
法

令
に

基
づ

い

て
い

る
こ

と
。

 

（
ア

）
当

該
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

解
析

研
究

に
よ

り
提

供
者

等
に

危
険

や
不

利
益

が
及

ぶ
お

そ
れ

が
極

め
て

少
な

い
こ

と
。

 
 

（
イ

）
当

該
既

存
試

料
・

情
報

を
用

い
た

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
が

公
衆

衛
生

の
向

上
の

た
め

に
必

要
が

あ
る

場
合

で
あ

る
こ

と
。

 

 （
ウ

）
他

の
方

法
で

は
、

事
実

上
、

当
該

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
の

実
施

が
不

可
能

で
あ

る
こ

と
。

 

（
エ

）
当

該
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

解
析

研
究

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
情

報
の

公
開

を
図

り
、

併
せ

て
提

供
者

又
は

代
諾

者
等

に
問

合
せ

及
び

試
料

・
情

報

の
研

究
へ

の
利

用
の

拒
否

を
す

る
機

会
を

保
障

す
る

た
め

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
オ

）
提

供
者

又
は

代
諾

者
等

の
同

意
を

得
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

こ
と

。
 

 

原
則

と
す

る
。

た
だ

し
、

当
該

同
意

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

こ
と

に
つ

い
て

倫
理

審
査

委
員

会
の

承
認

を
得

て
、

研

究
を

行
う

機
関

の
長

の
許

可
を

受
け

た
と

き
に

限
り

、
当

該
既

存
試

料
・

情
報

を

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

ア
 

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

匿
名

化
さ

れ
て

い
る

（
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

も
の

で
あ

っ
て

、
対

応
表

が
作

成
さ

れ
て

い
な

い
も

の

に
限

る
。
）

こ
と

。
 

イ
 

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

ア
に

該
当

し
な

い
場

合
に

お
い

て
、

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

匿
名

化
さ

れ
て

い
る

（
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で

き
な

い
も

の
に

限
る

。
）

と
き

は
、

当
該

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
の

実
施

に
つ

い
て

既
存

試
料

・
情

報
の

利
用

目
的

を
含

む
情

報
を

提
供

者
等

に

通
知

し
、

又
は

公
開

し
て

い
る

こ
と

。
 

ウ
 

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

ア
及

び
イ

に
該

当
し

な
い

場
合

に
お

い
て

、
既

存
試

料
・

情
報

の
提

供
時

に
当

該
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

解
析

研
究

に
お

け

る
利

用
が

明
示

さ
れ

て
い

な
い

研
究

に
つ

い
て

の
同

意
の

み
が

与
え

ら
れ

て

い
る

と
き

は
、

次
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

。
 

（
ア

）
当

該
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

解
析

研
究

の
実

施
に

つ
い

て
既

存
試

料
・

情
報

の
利

用
目

的
を

含
む

情
報

を
提

供
者

等
に

通
知

し
、

又
は

公
開

し
て

い

る
こ

と
。

 

（
イ

）
そ

の
同

意
が

当
該

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
の

目
的

と
相

当
の

関
連

性
が

あ
る

と
合

理
的

に
認

め
ら

れ
る

こ
と

。
 

エ
 

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

ア
か

ら
ウ

ま
で

に
該

当
し

な
い

場
合

に
お

い
て

、

次
に

掲
げ

る
要

件
の

全
て

を
満

た
し

て
い

る
こ

と
又

は
法

令
に

基
づ

い
て

い

る
こ

と
。

 

（
ア

）
当

該
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

解
析

研
究

に
よ

り
提

供
者

等
に

危
険

や
不

利
益

が
及

ぶ
お

そ
れ

が
極

め
て

少
な

い
こ

と
。

 
 

（
イ

）
当

該
既

存
試

料
・

情
報

を
用

い
た

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
が

公
衆

衛
生

の
向

上
の

た
め

に
必

要
が

あ
る

場
合

で
あ

る
こ

と
。

 

（
ウ

）
他

の
方

法
で

は
、

事
実

上
、

当
該

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
の

実
施

が
不

可
能

で
あ

る
こ

と
。

 

（
エ

）
当

該
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

解
析

研
究

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
情

報
の

公
開

を
図

り
、

併
せ

て
提

供
者

又
は

代
諾

者
等

に
問

合
せ

及
び

試
料

・
情

報

の
研

究
へ

の
利

用
の

拒
否

を
す

る
機

会
を

保
障

す
る

た
め

の
措

置
が

講
じ

ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
オ

）
提

供
者

又
は

代
諾

者
等

の
同

意
を

得
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

こ
と

。
 

オ
 

既
存

情
報

が
匿

名
加

工
情

報
又

は
非

識
別

加
工

情
報

で
あ

る
こ

と
。

 

 

    ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．（

１
）、

資
料

１
－

２
 
Ｉ

Ｃ
の

手
続

き
の

見
直

し
２

⑦
’

関
係

 

  ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．（

１
）、

資
料

１
－

２
 
Ｉ

Ｃ
の

手
続

き
の

見
直

し
各

論
2

 
⑧

’

関
係

 

                        ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

３
）

関
係

 

1
5

 
外

部
の

機
関

の
既

存
試

料
・

情
報

の
利

用
 

1
5

 
外

部
の

機
関

の
既

存
試

料
・

情
報

の
利

用
 

 

5



 

 

現
 

 
 

行
 

改
 

 
正

 
 

案
 

備
考

欄
 

（
１

）
 

（
略

）
 

 （
２

）
既

存
試

料
・

情
報

の
提

供
を

行
う

者
は

、
他

の
研

究
を

行
う

機
関

に
ヒ

ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
に

用
い

る
た

め
に

既
存

試
料

・
情

報
を

提
供

す
る

場
合

に
は

、
提

供
時

ま
で

に
提

供
者

又
は

代
諾

者
等

か
ら

試
料

・
情

報
の

提
供

及
び

当
該

研
究

に
お

け
る

利
用

に
係

る
同

意
を

受
け

、
並

び
に

当
該

同
意

に
関

す
る

記
録

を
作

成
す

る
こ

と
を

原
則

と
す

る
。

た
だ

し
、

当
該

同
意

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
に

限
り

、
既

存
試

料
・

情
報

を
他

の
研

究
を

行
う

機
関

に
提

供
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

ア
 

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

連
結

不
可

能
匿

名
化

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

  イ
 

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

ア
に

該
当

し
な

い
場

合
に

お
い

て
、

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

連
結

可
能

匿
名

化
さ

れ
て

お
り

対
応

表
を

提
供

し
な

い
と

き

は
、

当
該

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
の

実
施

及
び

提
供

に
つ

い
て

既

存
試

料
・

情
報

の
利

用
目

的
を

含
む

情
報

を
提

供
者

等
に

通
知

し
、

又
は

公

開
し

て
い

る
こ

と
に

つ
い

て
倫

理
審

査
委

員
会

の
承

認
を

得
て

、
所

属
機

関

の
長

の
許

可
を

受
け

て
い

る
こ

と
。

 

 

（
１

）
 

（
略

）
 

 （
２

）
既

存
試

料
・

情
報

の
提

供
を

行
う

者
は

、
他

の
研

究
を

行
う

機
関

に
ヒ

ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
に

用
い

る
た

め
に

既
存

試
料

・
情

報
を

提
供

す
る

場
合

に
は

、
提

供
時

ま
で

に
提

供
者

又
は

代
諾

者
等

か
ら

試
料

・
情

報
の

提
供

及
び

当
該

研
究

に
お

け
る

利
用

に
係

る
同

意
を

受
け

、
並

び
に

当
該

同
意

に
関

す
る

記
録

を
作

成
す

る
こ

と
を

原
則

と
す

る
。

た
だ

し
、

当
該

同
意

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
に

限
り

、
既

存
試

料
・

情
報

を
他

の
研

究
を

行
う

機
関

に
提

供
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

ア
 

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

匿
名

化
さ

れ
て

い
る

（
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

も
の

で
あ

っ
て

、
対

応
表

が
作

成
さ

れ
て

い
な

い
も

の

に
限

る
。
）

こ
と

。
 

イ
 

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

ア
に

該
当

し
な

い
場

合
に

お
い

て
、

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

匿
名

化
さ

れ
て

い
る

（
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で

き
な

い
も

の
に

限
る

。
）

と
き

は
、

当
該

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
の

実
施

及
び

提
供

に
つ

い
て

既
存

試
料

・
情

報
の

利
用

目
的

を
含

む
情

報
を

提

供
者

等
に

通
知

し
、

又
は

公
開

し
て

い
る

こ
と

に
つ

い
て

倫
理

審
査

委
員

会

の
承

認
を

得
て

、
所

属
機

関
の

長
の

許
可

を
受

け
て

い
る

こ
と

。
 

ウ
 

当
該

既
存

試
料

・
情

報
が

ア
及

び
イ

に
該

当
し

な
い

場
合

に
お

い
て

、
次

の
い

ず
れ

か
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

に
つ

い
て

、
倫

理
審

査

委
員

会
の

承
認

を
得

て
、

研
究

を
行

う
機

関
（

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る

法
律

の
適

用
を

受
け

る
機

関
に

限
る

。
）

の
長

の
許

可
を

得
て

い
る

こ
と

。
 

 （
ア

）
当

該
研

究
の

実
施

及
び

既
存

試
料

・
情

報
（

要
配

慮
個

人
情

報
を

除
く

。
）

の
国

内
に

あ
る

機
関

へ
の

提
供

、
我

が
国

と
同

等
の

水
準

に
あ

る
と

認
め

ら

れ
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
制

度
を

有
し

て
い

る
外

国
に

あ
る

機
関

へ

の
提

供
又

は
個

人
情

報
の

保
護

の
た

め
の

措
置

を
継

続
的

に
講

ず
る

た
め

に

必
要

な
体

制
を

整
備

し
て

い
る

外
国

に
あ

る
機

関
へ

の
提

供
（

共
同

利
用

及

び
委

託
に

よ
る

場
合

を
含

む
。
）

に
つ

い
て

、
次

に
掲

げ
る

情
報

を
あ

ら
か

じ

め
提

供
者

等
に

通
知

し
、

又
は

公
開

し
て

い
る

こ
と

。
 

①
既

存
試

料
・

情
報

の
提

供
を

行
う

機
関

外
の

者
へ

の
提

供
を

利
用

目
的

と
す

る
旨

 

②
既

存
試

料
・

情
報

の
提

供
を

行
う

機
関

外
の

者
に

提
供

さ
れ

る
個

人
情

報
等

の
項

目
 

③
既

存
試

料
・

情
報

の
提

供
を

行
う

機
関

外
の

者
へ

の
提

供
の

方
法

 

④
提

供
者

又
は

そ
の

代
理

人
の

求
め

に
応

じ
て

、
当

該
提

供
者

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

る
個

人
情

報
等

に
つ

い
て

、
既

存
試

料
・

情
報

の
提

供

を
行

う
機

関
外

の
者

へ
の

提
供

を
停

止
す

る
旨

 

⑤
提

供
者

又
は

そ
の

代
理

人
の

求
め

を
受

け
付

け
る

方
法

 

         ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．（

１
）、

資
料

１
－

２
 
Ｉ

Ｃ
の

手
続

き
の

見
直

し
３

⑦
’

関
係

 

  ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．（

１
）、

資
料

１
－

２
 
Ｉ

Ｃ
の

手
続

き
の

見
直

し
３

⑧
’

関
係

 

   ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．（

２
）
、

資
料

１
－

２
 
Ｉ

Ｃ
の

手
続

き
の

見
直

し
３

⑨
’

（
改

正

行
個

法
・

改
正

独
個

法
が

適
用

さ
れ

る
機

関
は

適
用

さ
れ

な
い

。
）

 

 ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．（

２
）
、

資
料

１
－

２
 
Ｉ

Ｃ
の

手
続

き
の

見
直

し
３

⑨
’
「

既
存

試

料
・

情
報

に
要

配
慮

個
人

情
報

が
含

ま
れ

な
い

」

及
び

「
共

同
利

用
」（

個
情

法
の

基
準

に
適

合
し

て
い

な
い

海
外

に
あ

る
第

三
者

へ
の

提
供

は
除

く
）
（

改
正

個
情

法
2

3
条

2
項

、
2

4
条

に
対

応
。
）

 

         

6



 

 

現
 

 
 

行
 

改
 

 
正

 
 

案
 

備
考

欄
 

 

（
イ

）
国

内
に

あ
る

研
究

を
行

う
機

関
と

の
間

で
共

同
し

て
利

用
さ

れ
る

既
存

試
料

・
情

報
を

当
該

特
定

の
者

に
提

供
さ

れ
る

場
合

で
あ

っ
て

、
次

に
掲

げ

る
情

報
を

あ
ら

か
じ

め
提

供
者

等
に

通
知

し
、

又
は

公
開

し
て

い
る

こ
と

。
 

①
共

同
し

て
利

用
さ

れ
る

既
存

試
料

・
情

報
の

う
ち

個
人

情
報

等
の

項
目

 

②
共

同
し

て
利

用
す

る
者

の
範

囲
 

③
利

用
す

る
者

の
利

用
目

的
 

④
当

該
既

存
試

料
・

情
報

の
管

理
に

つ
い

て
責

任
を

有
す

る
者

の
氏

名
又

は
名

称
 

 エ
 

社
会

的
に

重
要

性
の

高
い

研
究

に
用

い
ら

れ
る

既
存

試
料

・
情

報
が

提
供

さ
れ

る
場

合
で

あ
っ

て
、

当
該

研
究

の
方

法
及

び
内

容
、

研
究

に
用

い
ら

れ

る
情

報
の

内
容

そ
の

他
の

理
由

に
よ

り
ア

か
ら

ウ
に

よ
る

こ
と

が
で

き
な

い

と
き

に
は

、
当

該
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

解
析

研
究

の
実

施
及

び
提

供
に

つ

い
て

既
存

試
料

・
情

報
の

利
用

目
的

を
含

む
情

報
を

提
供

者
等

に
通

知
し

、

又
は

公
開

し
、

研
究

が
実

施
さ

れ
る

こ
と

に
つ

い
て

、
提

供
者

等
が

拒
否

で

き
る

機
会

を
保

障
す

る
こ

と
に

つ
い

て
倫

理
審

査
委

員
会

の
承

認
を

得
て

、

所
属

機
関

の
長

の
許

可
を

受
け

て
い

る
こ

と
。

 

 オ
 

既
存

情
報

が
匿

名
加

工
情

報
又

は
非

識
別

加
工

情
報

で
あ

る
こ

と
。

 

 

 ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．（

２
）
、

資
料

１
－

２
 
Ｉ

Ｃ
の

手
続

き
の

見
直

し
３

⑨
’
「

共
同

利

用
」（

改
正

個
情

法
2

3
条

5
項

3
号

に
対

応
。
）
 

      ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．（

２
）、

資
料

１
－

２
 
Ｉ

Ｃ
の

手
続

き
の

見
直

し
３

⑩
’

関
係

 

       ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

３
）

関
係

 

第
６

 
個

人
情

報
の

保
護

 
第

６
 

個
人

情
報

の
保

護
 

 

１
６

 
保

護
す

べ
き

個
人

情
報

 

（
１

）
「

個
人

情
報

」
と

は
、

生
存

す
る

個
人

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

、
当

該

情
報

に
含

ま
れ

る
氏

名
、

生
年

月
日

そ
の

他
の

記
述

等
に

よ
り

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

（
他

の
情

報
と

照
合

す
る

こ
と

が
で

き
、

そ
れ

に
よ

り
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

な
る

も
の

を
含

む
。
）

を
い

う
。

 

 
 
 
 
 

         

１
６

 
保

護
す

べ
き

個
人

情
報

 

（
１

）「
個

人
情

報
」

と
は

、
生

存
す

る
個

人
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
、

次
に

掲

げ
る

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
を

い
う

。
 

①
当

該
情

報
に

含
ま

れ
る

氏
名

、
生

年
月

日
そ

の
他

の
記

述
等

（
文

書
、

図
画

若
し

く
は

電
磁

的
記

録
（

電
磁

的
方

式
（

電
子

的
方

式
、

磁
気

的
方

式
そ

の

他
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

式
を

い
う

。
）
で

作

ら
れ

る
記

録
を

い
う

。
）

に
記

載
さ

れ
、

若
し

く
は

記
録

さ
れ

、
又

は
音

声
、

動
作

そ
の

他
の

方
法

を
用

い
て

表
さ

れ
た

一
切

の
事

項
（

個
人

識
別

符
号

を

除
く

。
）

を
い

う
。
）

に
よ

り
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の

（
他

の
情

報
と

照
合

す
る

こ
と

が
で

き
、

そ
れ

に
よ

り
特

定
の

個
人

を
識

別

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
な

る
も

の
を

含
む

。
）

 

②
個

人
識

別
符

号
が

含
ま

れ
る

も
の

 

 

（
２

）「
個

人
識

別
符

号
」

と
は

、
次

に
掲

げ
る

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
文

字
、

番

号
、

記
号

そ
の

他
の

符
号

を
い

う
。

 

①
特

定
の

個
人

の
身

体
の

一
部

の
特

徴
を

電
子

計
算

機
の

用
に

供
す

る
た

め
に

 ※
改

正
個

情
法

２
条

１
項

、
改

正
行

個
法

・
独

個

法
２

条
２

項
に

対
応

。
 

          ※
改

正
個

情
法

２
条

２
項

、
改

正
行

個
法

・
独

個

法
２

条
３

項
に

対
応

。
個

人
識

別
符

号
に

つ
い

て

の
具

体
的

な
内

容
は

ガ
イ

ダ
ン

ス
等

に
お

い
て

7



 

 

現
 

 
 

行
 

改
 

 
正

 
 

案
 

備
考
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               （
２

）
個

人
情

報
を

連
結

不
可

能
匿

名
化

し
た

情
報

は
、

個
人

情
報

に
該

当
し

な

い
。

個
人

情
報

を
連

結
可

能
匿

名
化

し
た

情
報

は
、

研
究

を
行

う
機

関
に

お
い

て
、

当
該

個
人

情
報

に
係

る
個

人
と

当
該

情
報

と
を

連
結

し
得

る
よ

う
新

た
に

付
さ

れ
た

符
号

又
は

番
号

等
の

対
応

表
を

保
有

し
て

い
な

い
場

合
は

、
個

人
情

報
に

該
当

し
な

い
。

 

 （
３

）
（

略
）

 

 

変
換

し
た

文
字

、
番

号
、

記
号

そ
の

他
の

符
号

で
あ

っ
て

、
当

該
特

定
の

個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

 

②
個

人
に

提
供

さ
れ

る
役

務
の

利
用

若
し

く
は

個
人

に
販

売
さ

れ
る

商
品

の
購

入
に

関
し

割
り

当
て

ら
れ

、
又

は
人

に
発

行
さ

れ
る

カ
ー

ド
そ

の
他

の
書

類

に
記

載
さ

れ
、

若
し

く
は

電
磁

的
方

式
に

よ
り

記
録

さ
れ

た
文

字
、

番
号

、

記
号

そ
の

他
の

符
号

で
あ

っ
て

、
そ

の
利

用
者

若
し

く
は

購
入

者
又

は
発

行

を
受

け
る

者
ご

と
に

異
な

る
も

の
と

な
る

よ
う

に
割

り
当

て
ら

れ
、

又
は

記

載
さ

れ
、

若
し

く
は

記
録

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
特

定
の

利
用

者
若

し
く

は

購
入

者
又

は
発

行
を

受
け

る
者

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
 

 

（
３

）「
要

配
慮

個
人

情
報

」
と

は
、

本
人

の
人

種
、

信
条

、
社

会
的

身
分

、
病

歴
、

犯
罪

の
経

歴
、

犯
罪

に
よ

り
害

を
被

っ
た

事
実

そ
の

他
本

人
に

対
す

る
不

当
な

差
別

、
偏

見
そ

の
他

の
不

利
益

が
生

じ
な

い
よ

う
に

そ
の

取
扱

い
に

特
に

配
慮

を
要

す
る

記
述

等
が

含
ま

れ
る

個
人

情
報

を
い

う
。

 

 （
２

）
（

削
る

）
 

     （
４

）
 

（
略

）
 

 

定
め

る
。

 

         ※
改

正
個

情
法

２
条

３
項

、
改

正
行

個
法

・
独

個

法
２

条
４

項
に

対
応

。
要

配
慮

個
人

情
報

に
つ

い

て
の

具
体

的
な

内
容

は
ガ

イ
ダ

ン
ス

等
に

お
い

て
定

め
る

。
 

     

  

２
０

 
匿

名
加

工
情

報
 

匿
名

加
工

情
報

を
用

い
て

研
究

を
実

施
す

る
場

合
は

、
以

下
の

規
定

を
遵

守
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

１
 

匿
名

加
工

情
報

の
作

成
等

 

（
１

）
研

究
者

等
は

、
匿

名
加

工
情

報
（

匿
名

加
工

情
報

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

等
を

構

成
す

る
も

の
に

限
る

。
以

下
同

じ
。

）
を

作
成

す
る

と
き

は
、

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

及
び

そ
の

作
成

に
用

い
る

個
人

情
報

を
復

元
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
に

当
該

個
人

情
報

を
加

工
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 （
２

）
研

究
者

等
は

、
匿

名
加

工
情

報
を

作
成

し
た

と
き

は
、

そ
の

作
成

に
用

い

た
個

人
情

報
か

ら
削

除
し

た
記

述
等

及
び

個
人

識
別

符
号

並
び

に
前

項
の

規
定

に
よ

り
行

っ
た

加
工

の
方

法
に

関
す

る
情

報
の

漏
え

い
を

防
止

す
る

た
め

に
、

こ
れ

ら
の

情
報

の
安

全
管

理
の

た
め

の
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 （
３

）
研

究
者

等
は

、
匿

名
加

工
情

報
を

作
成

し
た

と
き

は
、

当
該

匿
名

加
工

情

※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

３
）

関
係

。
第

２
０

は
個

情
法

適
用

機
関

の
み

が
適

用
と

な
る

。
 

 ※
改

正
個

情
法

３
６

条
に

対
応

。
 

           

8



 

 

現
 

 
 

行
 

改
 

 
正

 
 

案
 

備
考

欄
 

報
に

含
ま

れ
る

個
人

に
関

す
る

情
報

の
項

目
を

公
表

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 （
４

）
研

究
者

等
は

、
匿

名
加

工
情

報
を

作
成

し
て

当
該

匿
名

加
工

情
報

を
他

の

研
究

を
行

う
機

関
に

提
供

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

他
の

研
究

を
行

う
機

関
に

提
供

さ
れ

る
匿

名
加

工
情

報
に

含
ま

れ
る

個
人

に
関

す
る

情
報

の
項

目
及

び
そ

の
提

供
の

方
法

に
つ

い
て

公
表

す
る

と
と

も
に

、
他

の
研

究
を

行
う

機
関

に
対

し
て

、
当

該
提

供
に

係
る

情
報

が
匿

名
加

工
情

報
で

あ
る

旨
を

明
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 （
５

）
研

究
者

等
は

、
匿

名
加

工
情

報
を

作
成

し
て

自
ら

当
該

匿
名

加
工

情
報

を

取
り

扱
う

に
当

た
っ

て
は

、
当

該
匿

名
加

工
情

報
の

作
成

に
用

い
ら

れ
た

個
人

情
報

に
係

る
本

人
を

識
別

す
る

た
め

に
、

当
該

匿
名

加
工

情
報

を
他

の
情

報
と

照
合

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

 （
６

）
研

究
者

等
は

、
匿

名
加

工
情

報
を

作
成

し
た

と
き

は
、

当
該

匿
名

加
工

情

報
の

安
全

管
理

の
た

め
に

必
要

か
つ

適
切

な
措

置
、

当
該

匿
名

加
工

情
報

の
作

成
そ

の
他

の
取

扱
い

に
関

す
る

苦
情

の
処

理
そ

の
他

の
当

該
匿

名
加

工
情

報
の

適
正

な
取

扱
い

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

自
ら

講
じ

、
か

つ
、

当
該

措
置

の
内

容
を

公
表

す
る

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 ２
 

匿
名

加
工

情
報

の
提

供
 

匿
名

加
工

情
報

（
自

ら
個

人
情

報
を

加
工

し
て

作
成

し
た

も
の

を
除

く
。

以

下
第

6
の

２
０

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
提

供
を

受
け

た
研

究
者

等
研

究
者

等
は

、

当
該

匿
名

加
工

情
報

を
他

の
研

究
を

行
う

機
関

に
提

供
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
他

の
研

究
を

行
う

機
関

に
提

供
さ

れ
る

匿
名

加
工

情
報

に
含

ま
れ

る
個

人
に

関
す

る
情

報
の

項
目

及
び

そ
の

提
供

の
方

法
に

つ
い

て
公

表
す

る
と

と
も

に
、

他
の

研
究

を
行

う
機

関
に

対
し

て
、

当
該

提
供

に
係

る
情

報
が

匿
名

加
工

情
報

で
あ

る
旨

を
明

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 ３
 

識
別

行
為

の
禁

止
 

匿
名

加
工

情
報

の
提

供
を

受
け

た
研

究
者

等
は

、
当

該
匿

名
加

工
情

報
を

取

り
扱

う
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

匿
名

加
工

情
報

の
作

成
に

用
い

ら
れ

た
個

人
情

報
に

係
る

本
人

を
識

別
す

る
た

め
に

、
当

該
個

人
情

報
か

ら
削

除
さ

れ
た

記
述

等
若

し
く

は
個

人
識

別
符

号
若

し
く

は
第

６
の

２
０

の
１

（
１

）
の

規
定

に
よ

り
行

わ
れ

た
加

工
の

方
法

に
関

す
る

情
報

を
取

得
し

、
又

は
当

該
匿

名
加

工
情

報
を

他
の

情
報

と
照

合
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

 ４
 

安
全

管
理

措
置

等
 

匿
名

加
工

情
報

の
提

供
を

受
け

た
研

究
者

等
は

、
当

該
匿

名
加

工
情

報
の

安

                    ※
改

正
個

情
法

３
７

条
に

対
応

。
 

        ※
改

正
個

情
法

３
８

条
に

対
応

。
 

       ※
改

正
個

情
法

３
９

条
に

対
応

。
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全
管

理
の

た
め

に
必

要
か

つ
適

切
な

措
置

、
匿

名
加

工
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
苦

情
の

処
理

そ
の

他
の

匿
名

加
工

情
報

の
適

正
な

取
扱

い
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
自

ら
講

じ
、

か
つ

、
当

該
措

置
の

内
容

を
公

表
す

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

第
７

 
用

語
の

定
義

 
第

７
 

用
語

の
定

義
 

 

２
１

 
用

語
の

定
義

 

（
１

）
～

（
４

）
（

略
）

 

 （
５

）
匿

名
化

 
 

提
供

者
の

個
人

情
報

が
法

令
、

本
指

針
又

は
研

究
計

画
に

反
し

て
外

部
に

漏

え
い

し
な

い
よ

う
、

そ
の

個
人

情
報

か
ら

個
人

を
識

別
す

る
情

報
の

全
部

又
は

一
部

を
取

り
除

き
、

代
わ

り
に

当
該

提
供

者
と

関
わ

り
の

な
い

符
号

又
は

番
号

を
付

す
こ

と
を

い
う

。
試

料
・

情
報

に
付

随
す

る
情

報
の

う
ち

、
あ

る
情

報
だ

け
で

は
特

定
の

人
を

識
別

で
き

な
い

情
報

で
あ

っ
て

も
、

各
種

の
名

簿
等

の
他

で
入

手
で

き
る

情
報

と
組

み
合

わ
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
当

該
提

供
者

を
識

別
で

き
る

場
合

に
は

、
組

合
せ

に
必

要
な

情
報

の
全

部
又

は
一

部
を

取
り

除
い

て
、

当
該

提
供

者
が

識
別

で
き

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
を

い
う

。
匿

名
化

に
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

が
あ

る
。

 

 
 
ア

 
連

結
可

能
匿

名
化

 

 
 
 

 
必

要
な

場
合

に
提

供
者

を
識

別
で

き
る

よ
う

、
当

該
提

供
者

と
新

た
に

付

さ
れ

た
符

号
又

は
番

号
の

対
応

表
を

残
す

方
法

に
よ

る
匿

名
化

 

 
 
イ

 
連

結
不

可
能

匿
名

化
 

 
 
 

 
提

供
者

を
識

別
で

き
な

い
よ

う
、

上
記

ア
の

よ
う

な
対

応
表

を
残

さ
な

い

方
法

に
よ

る
匿

名
化

 

             

２
２

 
用

語
の

定
義

 

（
１

）
～

（
４

）
（

略
）

 

 （
５

）
匿

名
化

 

特
定

の
個

人
（

死
者

を
含

む
。
）

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

な
る

記
述

等
（

個
人

識
別

符
号

を
含

む
）

の
全

部
又

は
一

部
を

取
り

除
く

こ
と

を
い

う
（

当

該
個

人
と

関
わ

り
の

な
い

符
号

又
は

番
号

を
付

す
場

合
を

含
む

。
）
。

 

      

      （
６

）
対

応
表

 

 
匿

名
化

さ
れ

た
情

報
か

ら
、

必
要

な
場

合
に

提
供

者
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き

る
よ

う
、

当
該

提
供

者
と

新
た

に
付

さ
れ

た
符

号
又

は
番

号
を

照
合

す
る

こ
と

が

で
き

る
よ

う
に

す
る

も
の

を
い

う
。

 

 （
７

）
匿

名
加

工
情

報
又

は
非

識
別

加
工

情
報

 

 
次

に
掲

げ
る

個
人

情
報

（
他

の
情

報
と

照
合

す
る

こ
と

が
で

き
、

そ
れ

に
よ

り

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
な

る
も

の
（

他
の

情
報

と
容

易

に
照

合
で

き
、

そ
れ

に
よ

り
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

な

る
も

の
を

除
く

）
を

除
く

。
以

下
（

７
）

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
区

分
に

応
じ

て
定

め
る

措
置

を
講

じ
て

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
よ

う
に

個
人

情

報
を

加
工

し
て

得
ら

れ
る

個
人

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

、
当

該
個

人
情

報
を

復

元
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

よ
う

に
し

た
も

の
を

い
う

。
 

    ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

１
）

関
係

 

       ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

１
）

関
係

 

  ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

１
）

関
係

 

   ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

１
）

関
係

 

    ※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

３
）

関
係

（
改

正
個

情
法

２
条

９
項

、
改

正
行

個
法

２
条

８

項
、

改
正

独
個

法
２

条
８

項
に

対
応

。
）
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現
 

 
 

行
 

改
 

 
正

 
 

案
 

備
考

欄
 

         （
６

）
（

略
）

 

（
７

）
（

略
）

 

（
８

）
（

略
）

 

（
９

）
（

略
）

 

（
１

０
）
（

略
）

 

（
１

１
）
（

略
）

 

（
１

２
）
（

略
）

 

（
１

３
）
（

略
）

 

（
１

４
）
（

略
）

 

（
１

５
）
（

略
）

 

（
１

６
）
（

略
）

 

（
１

７
）
（

略
）

 

（
１

８
）
（

略
）

 

（
１

９
）
（

略
）

 

（
２

０
）
（

略
）

 

 

 
①

第
６

の
１

６
（

１
）

①
に

該
当

す
る

個
人

情
報

 
当

該
個

人
情

報
に

含
ま

れ

る
記

述
等

の
一

部
を

削
除

す
る

こ
と

（
当

該
一

部
の

記
述

等
を

復
元

す
る

こ

と
の

で
き

る
規

則
性

を
有

し
な

い
方

法
に

よ
り

他
の

記
述

等
に

置
き

換
え

る

こ
と

を
含

む
。
）
。

 

 
②

第
６

の
１

６
（

１
）

②
に

該
当

す
る

個
人

情
報

 
当

該
個

人
情

報
に

含
ま

れ

る
個

人
識

別
符

号
の

全
部

を
削

除
す

る
こ

と
（

当
該

個
人

識
別

符
号

を
復

元

す
る

こ
と

の
で

き
る

規
則

性
を

有
し

な
い

方
法

に
よ

り
他

の
記

述
等

に
置

き

換
え

る
こ

と
を

含
む

。
）
。

 

 

（
８

）
（

略
）

 

（
９

）
（

略
）

 

（
１

０
）
（

略
）

 

（
１

１
）
（

略
）

 

（
１

２
）
（

略
）

 

（
１

３
）
（

略
）

 

（
１

４
）
（

略
）

 

（
１

５
）
（

略
）

 

（
１

６
）
（

略
）

 

（
１

７
）
（

略
）

 

（
１

８
）
（

略
）

 

（
１

９
）
（

略
）

 

（
２

０
）
（

略
）

 

（
２

１
）
（

略
）

 

（
２

２
）
（

略
）

 

      

第
８

 
見

直
し

 
第

８
 

見
直

し
 

 

２
２

 
見

直
し

 
（

略
）

 

 

２
３

 
見

直
し

 
（

略
）

 
 

第
９

 
細

則
 

第
９

 
細

則
 

 

２
３

 
細

則
 

（
略

）
 

２
４

 
細

則
 

（
略

）
 

 

第
１

０
 

施
行

期
日

 
第

１
０

 
施

行
期

日
 

 

２
４

 
施

行
期

日
 

本
指

針
は

、
平

成
２

５
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 

２
５

 
施

行
期

日
 

本
指

針
は

、
平

成
●

●
年

●
●

月
●

●
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 

※
改

正
個

情
法

の
施

行
日

と
あ

わ
せ

る
。

 

 

第
１

１
 

経
過

措
置

 
第

１
１

 
経

過
措

置
 

 

２
５

 
経

過
措

置
 

本
指

針
の

施
行

の
際

現
に

実
施

中
の

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
に

お
け

る
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

解
析

研
究

に
関

す
る

倫
理

指
針

の
適

用
に

つ
い

て
は

、

２
６

 
経

過
措

置
 

１
 

本
指

針
の

施
行

の
際

現
に

実
施

中
の

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
に

お

け
る

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
に

関
す

る
倫

理
指

針
の

適
用

に
つ

い
て

※
資

料
１

－
１

検
討

事
項

５
．
（

４
）

関
係
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現
 

 
 

行
 

改
 

 
正

 
 

案
 

備
考

欄
 

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

た
だ

し
、

当
該

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
に

つ

い
て

、
本

指
針

施
行

後
に

研
究

計
画

を
変

更
す

る
場

合
は

、
本

指
針

が
適

用
さ

れ

る
。

 

 

は
、

研
究

を
行

う
機

関
に

お
い

て
研

究
計

画
書

の
変

更
等

の
必

要
な

手
続

を
経

た
上

で
、

本
指

針
の

規
定

に
よ

り
研

究
を

実
施

す
る

こ
と

。
 

２
 

平
成

１
３

年
３

月
２

９
日

に
施

行
さ

れ
た

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究

に
関

す
る

倫
理

指
針

の
施

行
前

に
既

に
着

手
さ

れ
、

現
在

実
施

中
の

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・

遺
伝

子
解

析
研

究
に

対
し

て
は

、
平

成
●

●
年

ま
で

に
限

り
、

本
指

針
は

適
用

し
な

い
。

 

３
 

本
指

針
の

規
定

の
う

ち
、

第
２

の
３

（
１

１
）
、

４
（

８
）
、

第
３

の
８

（
２

）

（
３

）
、

第
４

の
１

０
（

７
）
、

第
５

の
１

２
（

１
）（

２
）
、

第
６

の
１

８
（

１
）

は
、

平
成

●
●

年
ま

で
に

限
り

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

４
 

本
指

針
の

施
行

前
に

な
さ

れ
た

本
人

の
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
同

意

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

同
意

が
本

指
針

の
規

定
に

よ
る

個
人

情
報

の
外

国
に

あ
る

第
三

者
へ

の
提

供
を

認
め

る
旨

の
同

意
に

相
当

す
る

も
の

で
あ

る
と

き
は

、
本

指
針

の
同

意
が

あ
っ

た
も

の
と

み
な

す
。
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